
・点　鐘　馬場会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　本間由也会員

【会長報告】

　４／１５（月）第２回炉辺会談が入会３年未満

の会員の研修会と１０年未満の会員の体験研修

会ということで、田辺ロータリー情報委員長

を中心に開催されました。立派な資料も作っ

て頂き本当に良い勉強会になりました。

　最初に田辺委員長より６０年前の飯能ＲＣ

ということでお話がありました。出席の重要

性について、新井パスト会長のお父様・新井

清平氏の文章の中に「私なぞはロータリー創

立当初簡単に考へて欠席をしてしまったが、

これが今日になると悔まれてならない。あの

ときのあの一日がなければと思うのである。

しかしそれが一つの動機となって出席につい

て特に注意し、又家族の者も注意してくれる

様になって以後は今日まで１００％を続けて

来ている」「ロータリーはその地区の各々の業

界の代表者の集りで普通ではとても話しをす

る事の出来ない様な人々と僅か１時間と云う

短い時間ではあるが、話が出来るのであり、

これこそロータリーでなければ出来ないこと

です。それだけに自分に與へられた良い機会

である。進んで話しをし、立派なそういう

人々から色々な面で学ばせて貰うことが出来

るのだと思へばもったいない。欠席は出来な

くなる」とあります。５０年前のお言葉ですが

ほかにも貴重な先人達のお言葉が掲載されて

います。吉島クラブ戦略計画委員長からは

「四つのテスト」について、島田クラブ奉仕

委員長からは「何としても出席率をアッ

プしなければいけない」というお話があ

りました。今年度７月～９月は８３％だっ

たので何とか９０％以上にしなければいけ

ないということで入間ＲＣへのＭＵツアー等

を企画してだんだん出席率が上がってきまし

た。１月～３月は１０４％、累計で９４％と、

今のところ９０％を超えています。是非とも

これからも欠席をなさらないように頑張って

例会に出て来て頂きたいと思っております。

　パスト会長にも多く出席して頂き、細田

（吉）、大附、半田、吉田（武）パスト会長からひと言

ずつご意見を頂きました。細田（吉）パスト会長

からは「昔の方がもっといろんな事業をやっ

ていた」と、いくつか紹介して頂きました。

田辺委員長も「ここ２０年位、昔の行事が行わ

れていないような気がする」とおっしゃって

いましたが、私が入会して２０年ですので、昔

は事業をたくさんやっておられたのだなと反

省しました。私が入会した頃は職業奉仕で工

場見学にも何度か行ったように思います。今

後、取り入れていったらどうかと思います。

　私からの発言としては、地区セミナーに今

年度、十数回出させて頂いたのですが、若い

人が結構、地区役員として頑張っています。

中里（昌）パスト会長に聞いたところ、飯能は会

長が終わったら地区に出向するというのが長

く続いていたそうで、中里さんの代から変え

たとのこと。飯能も若い方にどんどん地区に

出向して、活躍して頂ければもっと活性化に

なるのかな、とも感じました。

　その後の懇親会では和気藹々と楽しいひと

時を過ごさせて頂きました。

【幹事報告】

　新会員選考の件の通知を配付。異議のある

方は書面を理事会にご提出下さい。第１０回

理事会議事録、５月のプログラムを配付。第

１２回理事会は５／１５（第３週）となります。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　大﨑君

　本日１３：４０～次年度第１回パスト会長会

議。よろしくお願い致します。

◎ロータリー情報委員会　　　　　　田辺君

　４／１５第２回炉辺会談を参加３２名で開催

させて頂きました。内容については馬場会長

より細かく説明して頂きました。よろしくお

願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　天ヶ瀬君

　親睦家族旅行５／１８・１９（島根・出雲市方面）

スケジュールは旅行前に配付。会費振込およ

び御祈祷の申込は４月中にお願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　小谷野君

　４／１９（金）飯能・日高ＲＣ合同コンペの組み

合わせ表を配付。懇親会「旬彩香」１８時～

懇親会のみの参加も可能です。

【出席報告】無届欠席０ 大野（泰）出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１６（東京みなと）髙橋君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本間先生、本日はどうぞよろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　髙橋君、川口君

・早退致します。　　　　　　　　　安藤君

本日計３，０００円、累計額８２６，５０１円。

◎２４日例会当番は山川、吉島会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大﨑プログラム委員長

　担当卓話を本間委員にお願いしました。Ｒ

２年７月ＲＣ入会。Ｓ５７年２月生まれ、４２歳。

新進気鋭の弁護士さんです。自民党の裏金問

題が世間を騒がせています。税金やその他、

法律上の罰則等、一体どうなっているのかと

いうところを分かり易く解説して頂きます。

　弁護士登録して気づけばもう１０年以上で

すが“新進気鋭”の弁護士の本間です（笑）。

　今日は皆さん大好きなお金の話なのですが

裏金問題はなかなかしゃべりにくいところで

あり、政治的な部分というより純粋に法律的

な観点からお話させて頂ければと思います。

■与党の派閥が裏金？！

　裏金というと大体ニュースになるイメージ

です。結果として国会議員３名を含む１０名

が刑事事件で裁判になったということで、歴

史の教科書にも載ることでしょう。「この問題

面白いんじゃない？」と大﨑委員長から振ら

れました。事件に絡む法律「政治資金規正法」

については弁護士になった１年目に事務所に

置いてあった本を見た位の記憶しかなかった

のでこれを機にまた勉強させて頂きました。

■何があったのか

　派閥の政治資金パーティーで派閥に所属す

る国会議員がパーティー券を販売。その代金

の一部が派閥に納められなかったり、派閥が

所属議員にキックバックした、ということが

あった。結果として、戻ったお金、売上として

派閥に渡さなかったお金が「収支報告書」（決

算書）に載っていなかったために「裏金だ」と

言われた、という話です。

■そもそも「政治資金パーティー」とは

　政治家の政治団体等がパーティー券を売っ

て政治資金を集めるのが主な目的で行われま

す。「政治家の〇〇を応援しましょう」という

もの。経費を除いた残り分が実質的に政治団

体の活動資金に充てられます。自民党の派閥

では大体年１回行われていて、１枚２万円位

でパーティー券が売られているらしいです。

１回で１億円以上集まる

人も居て、大きな収入源

になっていたようです。

パーティーを開くこと自

体は法律的には問題あり

ません。図の一番上が派

閥。所属議員に「売って

くれ」とパーティー券を

渡す。所属議員やその秘

書が後援者等に販売する。

これは普通の話ですね。法人・団体・個人が

パーティーの代金を議員に支払う。

　ここからが一寸問題で、券を売ったその代

金を派閥に渡さなかったりすることもあった

らしいということです。さらに今回一番大き

く問題になっているのは、一度派閥に入れた

が、ノルマがあったりして、派閥の方から

「よく頑張ったね。これはキミの活動経費に充

てていいよ」とキックバックがあったという

ところ。ただ、仕事をやっていると、キック

バックなんかもよくある話で、これだけ聞く

と「何が問題なのかな」と私などは最初思っ

ていました。

「政治資金規正法」には、政治団体の政治資金

パーティーについて、２０万円を超えるパー

ティー券を買った人は「収支報告書」に書か

なければいけないということが書いてありま

す。「誰からお金を貰ったか書きましょう」と

いうわけですがこれに違反した。弁護士的な

会話だと「ああ、あの、政治資金規正法で収

支報告義務があるのにそれに違反した事件

ね」で終わっちゃう。これだけだったらただの

犯罪で、裁判が済んだらあとを引かないので

すが何故終わらないのか？

■法律を深掘りする

　ただの数字の問題で、報告書が間違ってい

たのだから直したら終わりなのではないかと

見ることもできるのですが、

「政治資金規正法」

（目的）

第一条　　この法律は、議会制民主政治の下における

政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の

候補者の責務の重要性にかんがみ（中略）政治活動

の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発

達に寄与することを目的とする。

　民主主義の根幹になってくるので、お金に

ついては公明、公正になるようにしましょう

よ、そのために法律を作りますよ、というこ

とが「目的」に書かれています。

（基本理念）

第二条　　この法律は、政治資金が民主政治の健全な

発達を希求して拠出される国民の浄財であることに

かんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨と

し、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治

資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ

とのないように、適切に運用されなければならない。

２　　政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の

収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことの

ないように、この法律に基づいて公明正大に行わなけ

ればならない。

　法律だと珍しいのですが、第二条として

「基本理念」というのが「目的」のほかにある。

これを僕は見て一寸びっくりしたのですが、

第一項に（政治資金は）「国民の浄財」だと書い

てあるのです。法律ではあまり出てこない表

現だと思うのですが「浄財」だからこそ「適切

に運用されなければならない」とわざわざ書

いてあるわけです。第二項には、政治団体に

は浄財を預かって運用する責任があるので

「国民の疑惑を招くことのないように」「公明

正大に行わなければならない」と書いてある。

中身としては非常に抽象的なのですが、端的

にちゃんと説明して皆に分かるように運用し

なさいということが書いてあります。

　何故「公明正大に」というふうに書いてある

かと言うと、日本の法律の場合、基本的には

お金は何に使ってもいいよというような書き

方なのです。政治資金をこれに使いなさいと

いうことは一切書いてない。そのため何らか

のルールを入れておかないと良くないので、

あとから国民の皆に説明できるようにしてお

きましょうというような表現が入っているわ

けです。逆に言うと、テレビ等で“ザル法”

と言われるのは、具体的な規制があまり書い

てないからなのですね。唯一書いてある具体

的な規制は２つのみ。●収支の公開●授受の

規制。「収支の公開」が今回問題になっている

ところですが、さらに深掘りしていきます。

■何故「パーティー券」が問題になっているのか

　政治資金のお金の受け渡しはこの法律で禁

止されています。具体的にはまず原則として

会社等から議員個人への献金は認められてい

ません。理由は、直接お金をやったりすると

癒着が生まれてしまうからだと言われていま

す。会社等は政党や政治団体に寄付をすると

いう話になっています。寄付額は決まってい

て、個人だと１年で２０万円まで。５万円を超え

る寄付については収支報告書に記載すること

等、いろいろ書いてあります。

　何が言いたいかと言うと寄付＝面倒くさい

なのです。「あの人から今年いくら貰ったか」

を考えなければならない。しかも金額に上限

もある。それを収支報告書に書かないと「虚偽

記載」と叩かれる。寄付じゃなければいいん

じゃない？というのがそもそもの発端です。

パーティー券は「パーティーに来て下さい」と

いうチケットを売っているだけなのでいくら

儲けても寄付ではありません。そこで、パー

ティー券で政治資金を集めたらいいのではな

いかというのが出発なのですね。パーティー

券であれば１回の政治資金パーティーで同じ

人・団体から２０万円を超えていなければ「書

かなくてよい」というルールになっている。

これが旨味と言うか、今回使われたポイント

になるところです。

　例えば、同じ派閥に所属する議員が３人位

派閥のパーティーに行き、議員それぞれが貰

うお金が２０万円であれば書かなくて良いの

です。そういう意味で抜け道のようになって

いる。報道によると安倍派の収支報告書には

中身が分からない、誰から貰ったかが分から

ない記載が４分の３位あったとのことです。

パーティー券が政治資金集めにどれだけ重要

な位置を占めていたかが分かります。

　今回の、収支報告書の虚偽記載の問題。正

しくないと国民がチェックすることができな

いので正しくなかったら罰もありますよ、と

いう話ですが、国会議員がよくやっている、

自分の政治資金を管理するための団体のよう

なものでなく、「派閥」であっても政治団体に

当たるということで、収支報告書をちゃんと

出さなければいけないのに、キックバック等

について書かれていなかった、というのが問

題になったわけです。

　それだけでなく、これが一番問題なのです

が、「パーティーをやったらお金が集まるので

はないか」ということで、わざと、組織的に

自民党が行っていたのではないかという点で

す。もしそれを意図的にやっていたとしたら

「政治資金規正法」の「公明正大に」の根本が

覆ってしまう。書かなくていいことを利用して

お金集めができるのであれば“脱法”に近い

ような形になってしまうので、これは大問題

ではないか。しかもそれが与党の最大派閥も

含めて行われているということで「しんぶん

赤旗」が告発したのが元になっています。

■会計責任者

　ニュースを観ていると毎回、会計責任者と

か秘書が出てきて処罰されていてます。今回

の裏金事件で国会議員３名が裁判になってい

るのですが、他にも関与を疑われていた議員

が居ましたが不起訴になっている。「何故？」

と疑問に思われると思いますが、法律的には

凄いことでですね、「政治団体は会計報告を

出すように」と誰に言っているのかと言うと

「会計責任者」に言っているのです。会社の決

算書等は会社の義務ということですが、「政治

資金規正法」の場合、政治家ではなく「会計責

任者」がやらなければいけない。ちゃんとし

た収支報告書を出さなかった、ウソがあった

という場合、「誰がそのルールに違反したのか」

と言うと「会計責任者」が違反したという構成

になるのです。基本的に、裏金問題等で秘書

が逮捕されたりするのは政治家をかばってと

いう話ではなく法律のしくみとして会計責任

者が悪いことをしたというふうになっている

ので秘書から逮捕されるのです。会計責任者

になるのは秘書とかが多いということです

ね。ただ、議員本人が不記載について「指示し

た」というふうになれば犯罪として一緒に悪

いことをしたのだと罪に問えるわけです。け

れどもそれが明らかにならなければ全く罪に

問えないという構成になっています。

　今回、収支報告書について、会計責任者が

ミスしたのは明らかなのですが、派閥の幹部

から会計責任者にどういった指示があったの

か、誰が始めたのか、安倍さんが始めたのでは

ないか等、いろいろ言われていましたが、それ

は「誰が共犯者になるか」という観点から言わ

れていたのです。わざわざそのように言わな

ければいけなかったのは、あくまでも法律

上、義務を負っているのは会計責任者になっ

ているからだということになります。

■違反するとどんな罪になるのか

「虚偽記入」「不記載」があった場合、５年以下

の禁錮または１００万円以下の罰金、公民権の

停止（選挙に出られなくなる）が定められてい

ます。参考までに言うと「窃盗」が最大１０年

なので上限で見ると窃盗より軽い犯罪です。

それでもここまで騒がれるのは民主主義の根

幹に関わる問題なのではないか、というのが

あるからだと思います。

　今回は結局「不正確な記載をしたかどう

か」ということだけが焦点になるので、「その

お金は実際どこに使ったのか」というのは裁

判ではどうでもいい話なのです。「裏金の使

途」「還流されてきたお金は何に使ったか」は

「政治活動に使ったんだ」というふうに言えば

それで法律上は足りてしまう。それが許され

るような法律に今はなっています。

　以上が今回の裏金騒動の解説になります。

■今後どういう規制をしていけばいいのか

「政治資金規正法」は昔から改正を繰り返し

てきました。外国の例などを見ると、もう、

使い方は自由という時代ではないのではない

か。政治のお金はこういうことに使うという

ルールにした方がいいのではないか。少なく

とも個人の支出と政治活動とは区別して個人

の支出については制限した方がいい。その区

別はどう判断するのか。実際にどのように規

制するかは今後の議論を待つところなのかな

と思います。支出が適正かどうかを政党に任

せておいていいのか。それとも第三者機関の

ような監査を入れた方がいいのか。そういう

規制の仕方もあります。悪いことをして捕ま

るのは結局会計責任者。知らぬ存ぜぬで通る

のがどうなのか。ということで、責任を議員

も一緒にとるような形でやったらどうか。そ

ういった話が今、出てきているところです。

　他方で、規制をすると政治活動が自由にで

きなくなるのでは。規制は慎重に。という話

も非常に多く、なかなか難しい話なのです。

皆さんもこのあたりに関心をもって頂けると

面白いのかなと思います。

　今回いろいろ勉強してですね、言い方は悪

いですが「僕は関係ないな」と思いました。

何故か。これですね。「真実かどうか」

　これを皆さんが守っていれば大丈夫だった

のだろうと思いました。「四つのテスト」は

非常に大事なことを言っているのだと思った

のが私の感想ということで、卓話を終わりに

させて頂きたいと思います。

ＲＩ会長 ゴードンR.マッキナリー
世界に希望を生み出そう 髙 丹 秀 篤

齋 藤 栄 作

雑 誌 月 間

当 番 矢島（巌）君、吉田（武）君
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・点　鐘　馬場会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　本間由也会員

【会長報告】

　４／１５（月）第２回炉辺会談が入会３年未満

の会員の研修会と１０年未満の会員の体験研修

会ということで、田辺ロータリー情報委員長

を中心に開催されました。立派な資料も作っ

て頂き本当に良い勉強会になりました。

　最初に田辺委員長より６０年前の飯能ＲＣ

ということでお話がありました。出席の重要

性について、新井パスト会長のお父様・新井

清平氏の文章の中に「私なぞはロータリー創

立当初簡単に考へて欠席をしてしまったが、

これが今日になると悔まれてならない。あの

ときのあの一日がなければと思うのである。

しかしそれが一つの動機となって出席につい

て特に注意し、又家族の者も注意してくれる

様になって以後は今日まで１００％を続けて

来ている」「ロータリーはその地区の各々の業

界の代表者の集りで普通ではとても話しをす

る事の出来ない様な人々と僅か１時間と云う

短い時間ではあるが、話が出来るのであり、

これこそロータリーでなければ出来ないこと

です。それだけに自分に與へられた良い機会

である。進んで話しをし、立派なそういう

人々から色々な面で学ばせて貰うことが出来

るのだと思へばもったいない。欠席は出来な

くなる」とあります。５０年前のお言葉ですが

ほかにも貴重な先人達のお言葉が掲載されて

います。吉島クラブ戦略計画委員長からは

「四つのテスト」について、島田クラブ奉仕

委員長からは「何としても出席率をアッ

プしなければいけない」というお話があ

りました。今年度７月～９月は８３％だっ

たので何とか９０％以上にしなければいけ

ないということで入間ＲＣへのＭＵツアー等

を企画してだんだん出席率が上がってきまし

た。１月～３月は１０４％、累計で９４％と、

今のところ９０％を超えています。是非とも

これからも欠席をなさらないように頑張って

例会に出て来て頂きたいと思っております。

　パスト会長にも多く出席して頂き、細田

（吉）、大附、半田、吉田（武）パスト会長からひと言

ずつご意見を頂きました。細田（吉）パスト会長

からは「昔の方がもっといろんな事業をやっ

ていた」と、いくつか紹介して頂きました。

田辺委員長も「ここ２０年位、昔の行事が行わ

れていないような気がする」とおっしゃって

いましたが、私が入会して２０年ですので、昔

は事業をたくさんやっておられたのだなと反

省しました。私が入会した頃は職業奉仕で工

場見学にも何度か行ったように思います。今

後、取り入れていったらどうかと思います。

　私からの発言としては、地区セミナーに今

年度、十数回出させて頂いたのですが、若い

人が結構、地区役員として頑張っています。

中里（昌）パスト会長に聞いたところ、飯能は会

長が終わったら地区に出向するというのが長

く続いていたそうで、中里さんの代から変え

たとのこと。飯能も若い方にどんどん地区に

出向して、活躍して頂ければもっと活性化に

なるのかな、とも感じました。

　その後の懇親会では和気藹々と楽しいひと

時を過ごさせて頂きました。

【幹事報告】

　新会員選考の件の通知を配付。異議のある

方は書面を理事会にご提出下さい。第１０回

理事会議事録、５月のプログラムを配付。第

１２回理事会は５／１５（第３週）となります。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　大﨑君

　本日１３：４０～次年度第１回パスト会長会

議。よろしくお願い致します。

◎ロータリー情報委員会　　　　　　田辺君

　４／１５第２回炉辺会談を参加３２名で開催

させて頂きました。内容については馬場会長

より細かく説明して頂きました。よろしくお

願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　天ヶ瀬君

　親睦家族旅行５／１８・１９（島根・出雲市方面）

スケジュールは旅行前に配付。会費振込およ

び御祈祷の申込は４月中にお願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　小谷野君

　４／１９（金）飯能・日高ＲＣ合同コンペの組み

合わせ表を配付。懇親会「旬彩香」１８時～

懇親会のみの参加も可能です。

【出席報告】無届欠席０ 大野（泰）出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１６（東京みなと）髙橋君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本間先生、本日はどうぞよろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　髙橋君、川口君

・早退致します。　　　　　　　　　安藤君

本日計３，０００円、累計額８２６，５０１円。

◎２４日例会当番は山川、吉島会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大﨑プログラム委員長

　担当卓話を本間委員にお願いしました。Ｒ

２年７月ＲＣ入会。Ｓ５７年２月生まれ、４２歳。

新進気鋭の弁護士さんです。自民党の裏金問

題が世間を騒がせています。税金やその他、

法律上の罰則等、一体どうなっているのかと

いうところを分かり易く解説して頂きます。

　弁護士登録して気づけばもう１０年以上で

すが“新進気鋭”の弁護士の本間です（笑）。

　今日は皆さん大好きなお金の話なのですが

裏金問題はなかなかしゃべりにくいところで

あり、政治的な部分というより純粋に法律的

な観点からお話させて頂ければと思います。

■与党の派閥が裏金？！

　裏金というと大体ニュースになるイメージ

です。結果として国会議員３名を含む１０名

が刑事事件で裁判になったということで、歴

史の教科書にも載ることでしょう。「この問題

面白いんじゃない？」と大﨑委員長から振ら

れました。事件に絡む法律「政治資金規正法」

については弁護士になった１年目に事務所に

置いてあった本を見た位の記憶しかなかった

のでこれを機にまた勉強させて頂きました。

■何があったのか

　派閥の政治資金パーティーで派閥に所属す

る国会議員がパーティー券を販売。その代金

の一部が派閥に納められなかったり、派閥が

所属議員にキックバックした、ということが

あった。結果として、戻ったお金、売上として

派閥に渡さなかったお金が「収支報告書」（決

算書）に載っていなかったために「裏金だ」と

言われた、という話です。

■そもそも「政治資金パーティー」とは

　政治家の政治団体等がパーティー券を売っ

て政治資金を集めるのが主な目的で行われま

す。「政治家の〇〇を応援しましょう」という

もの。経費を除いた残り分が実質的に政治団

体の活動資金に充てられます。自民党の派閥

では大体年１回行われていて、１枚２万円位

でパーティー券が売られているらしいです。

１回で１億円以上集まる

人も居て、大きな収入源

になっていたようです。

パーティーを開くこと自

体は法律的には問題あり

ません。図の一番上が派

閥。所属議員に「売って

くれ」とパーティー券を

渡す。所属議員やその秘

書が後援者等に販売する。

これは普通の話ですね。法人・団体・個人が

パーティーの代金を議員に支払う。

　ここからが一寸問題で、券を売ったその代

金を派閥に渡さなかったりすることもあった

らしいということです。さらに今回一番大き

く問題になっているのは、一度派閥に入れた

が、ノルマがあったりして、派閥の方から

「よく頑張ったね。これはキミの活動経費に充

てていいよ」とキックバックがあったという

ところ。ただ、仕事をやっていると、キック

バックなんかもよくある話で、これだけ聞く

と「何が問題なのかな」と私などは最初思っ

ていました。

「政治資金規正法」には、政治団体の政治資金

パーティーについて、２０万円を超えるパー

ティー券を買った人は「収支報告書」に書か

なければいけないということが書いてありま

す。「誰からお金を貰ったか書きましょう」と

いうわけですがこれに違反した。弁護士的な

会話だと「ああ、あの、政治資金規正法で収

支報告義務があるのにそれに違反した事件

ね」で終わっちゃう。これだけだったらただの

犯罪で、裁判が済んだらあとを引かないので

すが何故終わらないのか？

■法律を深掘りする

　ただの数字の問題で、報告書が間違ってい

たのだから直したら終わりなのではないかと

見ることもできるのですが、

「政治資金規正法」

（目的）

第一条　　この法律は、議会制民主政治の下における

政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の

候補者の責務の重要性にかんがみ（中略）政治活動

の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発

達に寄与することを目的とする。

　民主主義の根幹になってくるので、お金に

ついては公明、公正になるようにしましょう

よ、そのために法律を作りますよ、というこ

とが「目的」に書かれています。

（基本理念）

第二条　　この法律は、政治資金が民主政治の健全な

発達を希求して拠出される国民の浄財であることに

かんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨と

し、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治

資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ

とのないように、適切に運用されなければならない。

２　　政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の

収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことの

ないように、この法律に基づいて公明正大に行わなけ

ればならない。

　法律だと珍しいのですが、第二条として

「基本理念」というのが「目的」のほかにある。

これを僕は見て一寸びっくりしたのですが、

第一項に（政治資金は）「国民の浄財」だと書い

てあるのです。法律ではあまり出てこない表

現だと思うのですが「浄財」だからこそ「適切

に運用されなければならない」とわざわざ書

いてあるわけです。第二項には、政治団体に

は浄財を預かって運用する責任があるので

「国民の疑惑を招くことのないように」「公明

正大に行わなければならない」と書いてある。

中身としては非常に抽象的なのですが、端的

にちゃんと説明して皆に分かるように運用し

なさいということが書いてあります。

　何故「公明正大に」というふうに書いてある

かと言うと、日本の法律の場合、基本的には

お金は何に使ってもいいよというような書き

方なのです。政治資金をこれに使いなさいと

いうことは一切書いてない。そのため何らか

のルールを入れておかないと良くないので、

あとから国民の皆に説明できるようにしてお

きましょうというような表現が入っているわ

けです。逆に言うと、テレビ等で“ザル法”

と言われるのは、具体的な規制があまり書い

てないからなのですね。唯一書いてある具体

的な規制は２つのみ。●収支の公開●授受の

規制。「収支の公開」が今回問題になっている

ところですが、さらに深掘りしていきます。

■何故「パーティー券」が問題になっているのか

　政治資金のお金の受け渡しはこの法律で禁

止されています。具体的にはまず原則として

会社等から議員個人への献金は認められてい

ません。理由は、直接お金をやったりすると

癒着が生まれてしまうからだと言われていま

す。会社等は政党や政治団体に寄付をすると

いう話になっています。寄付額は決まってい

て、個人だと１年で２０万円まで。５万円を超え

る寄付については収支報告書に記載すること

等、いろいろ書いてあります。

　何が言いたいかと言うと寄付＝面倒くさい

なのです。「あの人から今年いくら貰ったか」

を考えなければならない。しかも金額に上限

もある。それを収支報告書に書かないと「虚偽

記載」と叩かれる。寄付じゃなければいいん

じゃない？というのがそもそもの発端です。

パーティー券は「パーティーに来て下さい」と

いうチケットを売っているだけなのでいくら

儲けても寄付ではありません。そこで、パー

ティー券で政治資金を集めたらいいのではな

いかというのが出発なのですね。パーティー

券であれば１回の政治資金パーティーで同じ

人・団体から２０万円を超えていなければ「書

かなくてよい」というルールになっている。

これが旨味と言うか、今回使われたポイント

になるところです。

　例えば、同じ派閥に所属する議員が３人位

派閥のパーティーに行き、議員それぞれが貰

うお金が２０万円であれば書かなくて良いの

です。そういう意味で抜け道のようになって

いる。報道によると安倍派の収支報告書には

中身が分からない、誰から貰ったかが分から

ない記載が４分の３位あったとのことです。

パーティー券が政治資金集めにどれだけ重要

な位置を占めていたかが分かります。

　今回の、収支報告書の虚偽記載の問題。正

しくないと国民がチェックすることができな

いので正しくなかったら罰もありますよ、と

いう話ですが、国会議員がよくやっている、

自分の政治資金を管理するための団体のよう

なものでなく、「派閥」であっても政治団体に

当たるということで、収支報告書をちゃんと

出さなければいけないのに、キックバック等

について書かれていなかった、というのが問

題になったわけです。

　それだけでなく、これが一番問題なのです

が、「パーティーをやったらお金が集まるので

はないか」ということで、わざと、組織的に

自民党が行っていたのではないかという点で

す。もしそれを意図的にやっていたとしたら

「政治資金規正法」の「公明正大に」の根本が

覆ってしまう。書かなくていいことを利用して

お金集めができるのであれば“脱法”に近い

ような形になってしまうので、これは大問題

ではないか。しかもそれが与党の最大派閥も

含めて行われているということで「しんぶん

赤旗」が告発したのが元になっています。

■会計責任者

　ニュースを観ていると毎回、会計責任者と

か秘書が出てきて処罰されていてます。今回

の裏金事件で国会議員３名が裁判になってい

るのですが、他にも関与を疑われていた議員

が居ましたが不起訴になっている。「何故？」

と疑問に思われると思いますが、法律的には

凄いことでですね、「政治団体は会計報告を

出すように」と誰に言っているのかと言うと

「会計責任者」に言っているのです。会社の決

算書等は会社の義務ということですが、「政治

資金規正法」の場合、政治家ではなく「会計責

任者」がやらなければいけない。ちゃんとし

た収支報告書を出さなかった、ウソがあった

という場合、「誰がそのルールに違反したのか」

と言うと「会計責任者」が違反したという構成

になるのです。基本的に、裏金問題等で秘書

が逮捕されたりするのは政治家をかばってと

いう話ではなく法律のしくみとして会計責任

者が悪いことをしたというふうになっている

ので秘書から逮捕されるのです。会計責任者

になるのは秘書とかが多いということです

ね。ただ、議員本人が不記載について「指示し

た」というふうになれば犯罪として一緒に悪

いことをしたのだと罪に問えるわけです。け

れどもそれが明らかにならなければ全く罪に

問えないという構成になっています。

　今回、収支報告書について、会計責任者が

ミスしたのは明らかなのですが、派閥の幹部

から会計責任者にどういった指示があったの

か、誰が始めたのか、安倍さんが始めたのでは

ないか等、いろいろ言われていましたが、それ

は「誰が共犯者になるか」という観点から言わ

れていたのです。わざわざそのように言わな

ければいけなかったのは、あくまでも法律

上、義務を負っているのは会計責任者になっ

ているからだということになります。

■違反するとどんな罪になるのか

「虚偽記入」「不記載」があった場合、５年以下

の禁錮または１００万円以下の罰金、公民権の

停止（選挙に出られなくなる）が定められてい

ます。参考までに言うと「窃盗」が最大１０年

なので上限で見ると窃盗より軽い犯罪です。

それでもここまで騒がれるのは民主主義の根

幹に関わる問題なのではないか、というのが

あるからだと思います。

　今回は結局「不正確な記載をしたかどう

か」ということだけが焦点になるので、「その

お金は実際どこに使ったのか」というのは裁

判ではどうでもいい話なのです。「裏金の使

途」「還流されてきたお金は何に使ったか」は

「政治活動に使ったんだ」というふうに言えば

それで法律上は足りてしまう。それが許され

るような法律に今はなっています。

　以上が今回の裏金騒動の解説になります。

■今後どういう規制をしていけばいいのか

「政治資金規正法」は昔から改正を繰り返し

てきました。外国の例などを見ると、もう、

使い方は自由という時代ではないのではない

か。政治のお金はこういうことに使うという

ルールにした方がいいのではないか。少なく

とも個人の支出と政治活動とは区別して個人

の支出については制限した方がいい。その区

別はどう判断するのか。実際にどのように規

制するかは今後の議論を待つところなのかな

と思います。支出が適正かどうかを政党に任

せておいていいのか。それとも第三者機関の

ような監査を入れた方がいいのか。そういう

規制の仕方もあります。悪いことをして捕ま

るのは結局会計責任者。知らぬ存ぜぬで通る

のがどうなのか。ということで、責任を議員

も一緒にとるような形でやったらどうか。そ

ういった話が今、出てきているところです。

　他方で、規制をすると政治活動が自由にで

きなくなるのでは。規制は慎重に。という話

も非常に多く、なかなか難しい話なのです。

皆さんもこのあたりに関心をもって頂けると

面白いのかなと思います。

　今回いろいろ勉強してですね、言い方は悪

いですが「僕は関係ないな」と思いました。

何故か。これですね。「真実かどうか」

　これを皆さんが守っていれば大丈夫だった

のだろうと思いました。「四つのテスト」は

非常に大事なことを言っているのだと思った

のが私の感想ということで、卓話を終わりに

させて頂きたいと思います。

会　員　数 当　　日
出席数対  象全　数 出席率

知って納得！政治とお金

飯能ＲＣプログラム委員会 委員 本間由也会員



・点　鐘　馬場会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　本間由也会員

【会長報告】

　４／１５（月）第２回炉辺会談が入会３年未満

の会員の研修会と１０年未満の会員の体験研修

会ということで、田辺ロータリー情報委員長

を中心に開催されました。立派な資料も作っ

て頂き本当に良い勉強会になりました。

　最初に田辺委員長より６０年前の飯能ＲＣ

ということでお話がありました。出席の重要

性について、新井パスト会長のお父様・新井

清平氏の文章の中に「私なぞはロータリー創

立当初簡単に考へて欠席をしてしまったが、

これが今日になると悔まれてならない。あの

ときのあの一日がなければと思うのである。

しかしそれが一つの動機となって出席につい

て特に注意し、又家族の者も注意してくれる

様になって以後は今日まで１００％を続けて

来ている」「ロータリーはその地区の各々の業

界の代表者の集りで普通ではとても話しをす

る事の出来ない様な人々と僅か１時間と云う

短い時間ではあるが、話が出来るのであり、

これこそロータリーでなければ出来ないこと

です。それだけに自分に與へられた良い機会

である。進んで話しをし、立派なそういう

人々から色々な面で学ばせて貰うことが出来

るのだと思へばもったいない。欠席は出来な

くなる」とあります。５０年前のお言葉ですが

ほかにも貴重な先人達のお言葉が掲載されて

います。吉島クラブ戦略計画委員長からは

「四つのテスト」について、島田クラブ奉仕

委員長からは「何としても出席率をアッ

プしなければいけない」というお話があ

りました。今年度７月～９月は８３％だっ

たので何とか９０％以上にしなければいけ

ないということで入間ＲＣへのＭＵツアー等

を企画してだんだん出席率が上がってきまし

た。１月～３月は１０４％、累計で９４％と、

今のところ９０％を超えています。是非とも

これからも欠席をなさらないように頑張って

例会に出て来て頂きたいと思っております。

　パスト会長にも多く出席して頂き、細田

（吉）、大附、半田、吉田（武）パスト会長からひと言

ずつご意見を頂きました。細田（吉）パスト会長

からは「昔の方がもっといろんな事業をやっ

ていた」と、いくつか紹介して頂きました。

田辺委員長も「ここ２０年位、昔の行事が行わ

れていないような気がする」とおっしゃって

いましたが、私が入会して２０年ですので、昔

は事業をたくさんやっておられたのだなと反

省しました。私が入会した頃は職業奉仕で工

場見学にも何度か行ったように思います。今

後、取り入れていったらどうかと思います。

　私からの発言としては、地区セミナーに今

年度、十数回出させて頂いたのですが、若い

人が結構、地区役員として頑張っています。

中里（昌）パスト会長に聞いたところ、飯能は会

長が終わったら地区に出向するというのが長

く続いていたそうで、中里さんの代から変え

たとのこと。飯能も若い方にどんどん地区に

出向して、活躍して頂ければもっと活性化に

なるのかな、とも感じました。

　その後の懇親会では和気藹々と楽しいひと

時を過ごさせて頂きました。

【幹事報告】

　新会員選考の件の通知を配付。異議のある

方は書面を理事会にご提出下さい。第１０回

理事会議事録、５月のプログラムを配付。第

１２回理事会は５／１５（第３週）となります。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　大﨑君

　本日１３：４０～次年度第１回パスト会長会

議。よろしくお願い致します。

◎ロータリー情報委員会　　　　　　田辺君

　４／１５第２回炉辺会談を参加３２名で開催

させて頂きました。内容については馬場会長

より細かく説明して頂きました。よろしくお

願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　天ヶ瀬君

　親睦家族旅行５／１８・１９（島根・出雲市方面）

スケジュールは旅行前に配付。会費振込およ

び御祈祷の申込は４月中にお願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　小谷野君

　４／１９（金）飯能・日高ＲＣ合同コンペの組み

合わせ表を配付。懇親会「旬彩香」１８時～

懇親会のみの参加も可能です。

【出席報告】無届欠席０ 大野（泰）出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１６（東京みなと）髙橋君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本間先生、本日はどうぞよろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　髙橋君、川口君

・早退致します。　　　　　　　　　安藤君

本日計３，０００円、累計額８２６，５０１円。

◎２４日例会当番は山川、吉島会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大﨑プログラム委員長

　担当卓話を本間委員にお願いしました。Ｒ

２年７月ＲＣ入会。Ｓ５７年２月生まれ、４２歳。

新進気鋭の弁護士さんです。自民党の裏金問

題が世間を騒がせています。税金やその他、

法律上の罰則等、一体どうなっているのかと

いうところを分かり易く解説して頂きます。

　弁護士登録して気づけばもう１０年以上で

すが“新進気鋭”の弁護士の本間です（笑）。

　今日は皆さん大好きなお金の話なのですが

裏金問題はなかなかしゃべりにくいところで

あり、政治的な部分というより純粋に法律的

な観点からお話させて頂ければと思います。

■与党の派閥が裏金？！

　裏金というと大体ニュースになるイメージ

です。結果として国会議員３名を含む１０名

が刑事事件で裁判になったということで、歴

史の教科書にも載ることでしょう。「この問題

面白いんじゃない？」と大﨑委員長から振ら

れました。事件に絡む法律「政治資金規正法」

については弁護士になった１年目に事務所に

置いてあった本を見た位の記憶しかなかった

のでこれを機にまた勉強させて頂きました。

■何があったのか

　派閥の政治資金パーティーで派閥に所属す

る国会議員がパーティー券を販売。その代金

の一部が派閥に納められなかったり、派閥が

所属議員にキックバックした、ということが

あった。結果として、戻ったお金、売上として

派閥に渡さなかったお金が「収支報告書」（決

算書）に載っていなかったために「裏金だ」と

言われた、という話です。

■そもそも「政治資金パーティー」とは

　政治家の政治団体等がパーティー券を売っ

て政治資金を集めるのが主な目的で行われま

す。「政治家の〇〇を応援しましょう」という

もの。経費を除いた残り分が実質的に政治団

体の活動資金に充てられます。自民党の派閥

では大体年１回行われていて、１枚２万円位

でパーティー券が売られているらしいです。

１回で１億円以上集まる

人も居て、大きな収入源

になっていたようです。

パーティーを開くこと自

体は法律的には問題あり

ません。図の一番上が派

閥。所属議員に「売って

くれ」とパーティー券を

渡す。所属議員やその秘

書が後援者等に販売する。

これは普通の話ですね。法人・団体・個人が

パーティーの代金を議員に支払う。

　ここからが一寸問題で、券を売ったその代

金を派閥に渡さなかったりすることもあった

らしいということです。さらに今回一番大き

く問題になっているのは、一度派閥に入れた

が、ノルマがあったりして、派閥の方から

「よく頑張ったね。これはキミの活動経費に充

てていいよ」とキックバックがあったという

ところ。ただ、仕事をやっていると、キック

バックなんかもよくある話で、これだけ聞く

と「何が問題なのかな」と私などは最初思っ

ていました。

「政治資金規正法」には、政治団体の政治資金

パーティーについて、２０万円を超えるパー

ティー券を買った人は「収支報告書」に書か

なければいけないということが書いてありま

す。「誰からお金を貰ったか書きましょう」と

いうわけですがこれに違反した。弁護士的な

会話だと「ああ、あの、政治資金規正法で収

支報告義務があるのにそれに違反した事件

ね」で終わっちゃう。これだけだったらただの

犯罪で、裁判が済んだらあとを引かないので

すが何故終わらないのか？

■法律を深掘りする

　ただの数字の問題で、報告書が間違ってい

たのだから直したら終わりなのではないかと

見ることもできるのですが、

「政治資金規正法」

（目的）

第一条　　この法律は、議会制民主政治の下における

政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の

候補者の責務の重要性にかんがみ（中略）政治活動

の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発

達に寄与することを目的とする。

　民主主義の根幹になってくるので、お金に

ついては公明、公正になるようにしましょう

よ、そのために法律を作りますよ、というこ

とが「目的」に書かれています。

（基本理念）

第二条　　この法律は、政治資金が民主政治の健全な

発達を希求して拠出される国民の浄財であることに

かんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨と

し、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治

資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ

とのないように、適切に運用されなければならない。

２　　政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の

収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことの

ないように、この法律に基づいて公明正大に行わなけ

ればならない。

　法律だと珍しいのですが、第二条として

「基本理念」というのが「目的」のほかにある。

これを僕は見て一寸びっくりしたのですが、

第一項に（政治資金は）「国民の浄財」だと書い

てあるのです。法律ではあまり出てこない表

現だと思うのですが「浄財」だからこそ「適切

に運用されなければならない」とわざわざ書

いてあるわけです。第二項には、政治団体に

は浄財を預かって運用する責任があるので

「国民の疑惑を招くことのないように」「公明

正大に行わなければならない」と書いてある。

中身としては非常に抽象的なのですが、端的

にちゃんと説明して皆に分かるように運用し

なさいということが書いてあります。

　何故「公明正大に」というふうに書いてある

かと言うと、日本の法律の場合、基本的には

お金は何に使ってもいいよというような書き

方なのです。政治資金をこれに使いなさいと

いうことは一切書いてない。そのため何らか

のルールを入れておかないと良くないので、

あとから国民の皆に説明できるようにしてお

きましょうというような表現が入っているわ

けです。逆に言うと、テレビ等で“ザル法”

と言われるのは、具体的な規制があまり書い

てないからなのですね。唯一書いてある具体

的な規制は２つのみ。●収支の公開●授受の

規制。「収支の公開」が今回問題になっている

ところですが、さらに深掘りしていきます。

■何故「パーティー券」が問題になっているのか

　政治資金のお金の受け渡しはこの法律で禁

止されています。具体的にはまず原則として

会社等から議員個人への献金は認められてい

ません。理由は、直接お金をやったりすると

癒着が生まれてしまうからだと言われていま

す。会社等は政党や政治団体に寄付をすると

いう話になっています。寄付額は決まってい

て、個人だと１年で２０万円まで。５万円を超え

る寄付については収支報告書に記載すること

等、いろいろ書いてあります。

　何が言いたいかと言うと寄付＝面倒くさい

なのです。「あの人から今年いくら貰ったか」

を考えなければならない。しかも金額に上限

もある。それを収支報告書に書かないと「虚偽

記載」と叩かれる。寄付じゃなければいいん

じゃない？というのがそもそもの発端です。

パーティー券は「パーティーに来て下さい」と

いうチケットを売っているだけなのでいくら

儲けても寄付ではありません。そこで、パー

ティー券で政治資金を集めたらいいのではな

いかというのが出発なのですね。パーティー

券であれば１回の政治資金パーティーで同じ

人・団体から２０万円を超えていなければ「書

かなくてよい」というルールになっている。

これが旨味と言うか、今回使われたポイント

になるところです。

　例えば、同じ派閥に所属する議員が３人位

派閥のパーティーに行き、議員それぞれが貰

うお金が２０万円であれば書かなくて良いの

です。そういう意味で抜け道のようになって

いる。報道によると安倍派の収支報告書には

中身が分からない、誰から貰ったかが分から

ない記載が４分の３位あったとのことです。

パーティー券が政治資金集めにどれだけ重要

な位置を占めていたかが分かります。

　今回の、収支報告書の虚偽記載の問題。正

しくないと国民がチェックすることができな

いので正しくなかったら罰もありますよ、と

いう話ですが、国会議員がよくやっている、

自分の政治資金を管理するための団体のよう

なものでなく、「派閥」であっても政治団体に

当たるということで、収支報告書をちゃんと

出さなければいけないのに、キックバック等

について書かれていなかった、というのが問

題になったわけです。

　それだけでなく、これが一番問題なのです

が、「パーティーをやったらお金が集まるので

はないか」ということで、わざと、組織的に

自民党が行っていたのではないかという点で

す。もしそれを意図的にやっていたとしたら

「政治資金規正法」の「公明正大に」の根本が

覆ってしまう。書かなくていいことを利用して

お金集めができるのであれば“脱法”に近い

ような形になってしまうので、これは大問題

ではないか。しかもそれが与党の最大派閥も

含めて行われているということで「しんぶん

赤旗」が告発したのが元になっています。

■会計責任者

　ニュースを観ていると毎回、会計責任者と

か秘書が出てきて処罰されていてます。今回

の裏金事件で国会議員３名が裁判になってい

るのですが、他にも関与を疑われていた議員

が居ましたが不起訴になっている。「何故？」

と疑問に思われると思いますが、法律的には

凄いことでですね、「政治団体は会計報告を

出すように」と誰に言っているのかと言うと

「会計責任者」に言っているのです。会社の決

算書等は会社の義務ということですが、「政治

資金規正法」の場合、政治家ではなく「会計責

任者」がやらなければいけない。ちゃんとし

た収支報告書を出さなかった、ウソがあった

という場合、「誰がそのルールに違反したのか」

と言うと「会計責任者」が違反したという構成

になるのです。基本的に、裏金問題等で秘書

が逮捕されたりするのは政治家をかばってと

いう話ではなく法律のしくみとして会計責任

者が悪いことをしたというふうになっている

ので秘書から逮捕されるのです。会計責任者

になるのは秘書とかが多いということです

ね。ただ、議員本人が不記載について「指示し

た」というふうになれば犯罪として一緒に悪

いことをしたのだと罪に問えるわけです。け

れどもそれが明らかにならなければ全く罪に

問えないという構成になっています。

　今回、収支報告書について、会計責任者が

ミスしたのは明らかなのですが、派閥の幹部

から会計責任者にどういった指示があったの

か、誰が始めたのか、安倍さんが始めたのでは

ないか等、いろいろ言われていましたが、それ

は「誰が共犯者になるか」という観点から言わ

れていたのです。わざわざそのように言わな

ければいけなかったのは、あくまでも法律

上、義務を負っているのは会計責任者になっ

ているからだということになります。

■違反するとどんな罪になるのか

「虚偽記入」「不記載」があった場合、５年以下

の禁錮または１００万円以下の罰金、公民権の

停止（選挙に出られなくなる）が定められてい

ます。参考までに言うと「窃盗」が最大１０年

なので上限で見ると窃盗より軽い犯罪です。

それでもここまで騒がれるのは民主主義の根

幹に関わる問題なのではないか、というのが

あるからだと思います。

　今回は結局「不正確な記載をしたかどう

か」ということだけが焦点になるので、「その

お金は実際どこに使ったのか」というのは裁

判ではどうでもいい話なのです。「裏金の使

途」「還流されてきたお金は何に使ったか」は

「政治活動に使ったんだ」というふうに言えば

それで法律上は足りてしまう。それが許され

るような法律に今はなっています。

　以上が今回の裏金騒動の解説になります。

■今後どういう規制をしていけばいいのか

「政治資金規正法」は昔から改正を繰り返し

てきました。外国の例などを見ると、もう、

使い方は自由という時代ではないのではない

か。政治のお金はこういうことに使うという

ルールにした方がいいのではないか。少なく

とも個人の支出と政治活動とは区別して個人

の支出については制限した方がいい。その区

別はどう判断するのか。実際にどのように規

制するかは今後の議論を待つところなのかな

と思います。支出が適正かどうかを政党に任

せておいていいのか。それとも第三者機関の

ような監査を入れた方がいいのか。そういう

規制の仕方もあります。悪いことをして捕ま

るのは結局会計責任者。知らぬ存ぜぬで通る

のがどうなのか。ということで、責任を議員

も一緒にとるような形でやったらどうか。そ

ういった話が今、出てきているところです。

　他方で、規制をすると政治活動が自由にで

きなくなるのでは。規制は慎重に。という話

も非常に多く、なかなか難しい話なのです。

皆さんもこのあたりに関心をもって頂けると

面白いのかなと思います。

　今回いろいろ勉強してですね、言い方は悪

いですが「僕は関係ないな」と思いました。

何故か。これですね。「真実かどうか」

　これを皆さんが守っていれば大丈夫だった

のだろうと思いました。「四つのテスト」は

非常に大事なことを言っているのだと思った

のが私の感想ということで、卓話を終わりに

させて頂きたいと思います。



・点　鐘　馬場会長

・ソング　それでこそロータリー

・卓　話　本間由也会員

【会長報告】

　４／１５（月）第２回炉辺会談が入会３年未満

の会員の研修会と１０年未満の会員の体験研修

会ということで、田辺ロータリー情報委員長

を中心に開催されました。立派な資料も作っ

て頂き本当に良い勉強会になりました。

　最初に田辺委員長より６０年前の飯能ＲＣ

ということでお話がありました。出席の重要

性について、新井パスト会長のお父様・新井

清平氏の文章の中に「私なぞはロータリー創

立当初簡単に考へて欠席をしてしまったが、

これが今日になると悔まれてならない。あの

ときのあの一日がなければと思うのである。

しかしそれが一つの動機となって出席につい

て特に注意し、又家族の者も注意してくれる

様になって以後は今日まで１００％を続けて

来ている」「ロータリーはその地区の各々の業

界の代表者の集りで普通ではとても話しをす

る事の出来ない様な人々と僅か１時間と云う

短い時間ではあるが、話が出来るのであり、

これこそロータリーでなければ出来ないこと

です。それだけに自分に與へられた良い機会

である。進んで話しをし、立派なそういう

人々から色々な面で学ばせて貰うことが出来

るのだと思へばもったいない。欠席は出来な

くなる」とあります。５０年前のお言葉ですが

ほかにも貴重な先人達のお言葉が掲載されて

います。吉島クラブ戦略計画委員長からは

「四つのテスト」について、島田クラブ奉仕

委員長からは「何としても出席率をアッ

プしなければいけない」というお話があ

りました。今年度７月～９月は８３％だっ

たので何とか９０％以上にしなければいけ

ないということで入間ＲＣへのＭＵツアー等

を企画してだんだん出席率が上がってきまし

た。１月～３月は１０４％、累計で９４％と、

今のところ９０％を超えています。是非とも

これからも欠席をなさらないように頑張って

例会に出て来て頂きたいと思っております。

　パスト会長にも多く出席して頂き、細田

（吉）、大附、半田、吉田（武）パスト会長からひと言

ずつご意見を頂きました。細田（吉）パスト会長

からは「昔の方がもっといろんな事業をやっ

ていた」と、いくつか紹介して頂きました。

田辺委員長も「ここ２０年位、昔の行事が行わ

れていないような気がする」とおっしゃって

いましたが、私が入会して２０年ですので、昔

は事業をたくさんやっておられたのだなと反

省しました。私が入会した頃は職業奉仕で工

場見学にも何度か行ったように思います。今

後、取り入れていったらどうかと思います。

　私からの発言としては、地区セミナーに今

年度、十数回出させて頂いたのですが、若い

人が結構、地区役員として頑張っています。

中里（昌）パスト会長に聞いたところ、飯能は会

長が終わったら地区に出向するというのが長

く続いていたそうで、中里さんの代から変え

たとのこと。飯能も若い方にどんどん地区に

出向して、活躍して頂ければもっと活性化に

なるのかな、とも感じました。

　その後の懇親会では和気藹々と楽しいひと

時を過ごさせて頂きました。

【幹事報告】

　新会員選考の件の通知を配付。異議のある

方は書面を理事会にご提出下さい。第１０回

理事会議事録、５月のプログラムを配付。第

１２回理事会は５／１５（第３週）となります。

【委員会報告】

◎次年度幹事　　　　　　　　　　　大﨑君

　本日１３：４０～次年度第１回パスト会長会

議。よろしくお願い致します。

◎ロータリー情報委員会　　　　　　田辺君

　４／１５第２回炉辺会談を参加３２名で開催

させて頂きました。内容については馬場会長

より細かく説明して頂きました。よろしくお

願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　天ヶ瀬君

　親睦家族旅行５／１８・１９（島根・出雲市方面）

スケジュールは旅行前に配付。会費振込およ

び御祈祷の申込は４月中にお願いします。

◎親睦活動委員会　　　　　　　　小谷野君

　４／１９（金）飯能・日高ＲＣ合同コンペの組み

合わせ表を配付。懇親会「旬彩香」１８時～

懇親会のみの参加も可能です。

【出席報告】無届欠席０ 大野（泰）出席向上委員長

【Ｍ　　Ｕ】

４／１６（東京みなと）髙橋君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ

・本間先生、本日はどうぞよろしくお願いし

　ます。　　　　　　　　　髙橋君、川口君

・早退致します。　　　　　　　　　安藤君

本日計３，０００円、累計額８２６，５０１円。

◎２４日例会当番は山川、吉島会員です。

【卓　　話】

講師紹介　　　　　　大﨑プログラム委員長

　担当卓話を本間委員にお願いしました。Ｒ

２年７月ＲＣ入会。Ｓ５７年２月生まれ、４２歳。

新進気鋭の弁護士さんです。自民党の裏金問

題が世間を騒がせています。税金やその他、

法律上の罰則等、一体どうなっているのかと

いうところを分かり易く解説して頂きます。

　弁護士登録して気づけばもう１０年以上で

すが“新進気鋭”の弁護士の本間です（笑）。

　今日は皆さん大好きなお金の話なのですが

裏金問題はなかなかしゃべりにくいところで

あり、政治的な部分というより純粋に法律的

な観点からお話させて頂ければと思います。

■与党の派閥が裏金？！

　裏金というと大体ニュースになるイメージ

です。結果として国会議員３名を含む１０名

が刑事事件で裁判になったということで、歴

史の教科書にも載ることでしょう。「この問題

面白いんじゃない？」と大﨑委員長から振ら

れました。事件に絡む法律「政治資金規正法」

については弁護士になった１年目に事務所に

置いてあった本を見た位の記憶しかなかった

のでこれを機にまた勉強させて頂きました。

■何があったのか

　派閥の政治資金パーティーで派閥に所属す

る国会議員がパーティー券を販売。その代金

の一部が派閥に納められなかったり、派閥が

所属議員にキックバックした、ということが

あった。結果として、戻ったお金、売上として

派閥に渡さなかったお金が「収支報告書」（決

算書）に載っていなかったために「裏金だ」と

言われた、という話です。

■そもそも「政治資金パーティー」とは

　政治家の政治団体等がパーティー券を売っ

て政治資金を集めるのが主な目的で行われま

す。「政治家の〇〇を応援しましょう」という

もの。経費を除いた残り分が実質的に政治団

体の活動資金に充てられます。自民党の派閥

では大体年１回行われていて、１枚２万円位

でパーティー券が売られているらしいです。

１回で１億円以上集まる

人も居て、大きな収入源

になっていたようです。

パーティーを開くこと自

体は法律的には問題あり

ません。図の一番上が派

閥。所属議員に「売って

くれ」とパーティー券を

渡す。所属議員やその秘

書が後援者等に販売する。

これは普通の話ですね。法人・団体・個人が

パーティーの代金を議員に支払う。

　ここからが一寸問題で、券を売ったその代

金を派閥に渡さなかったりすることもあった

らしいということです。さらに今回一番大き

く問題になっているのは、一度派閥に入れた

が、ノルマがあったりして、派閥の方から

「よく頑張ったね。これはキミの活動経費に充

てていいよ」とキックバックがあったという

ところ。ただ、仕事をやっていると、キック

バックなんかもよくある話で、これだけ聞く

と「何が問題なのかな」と私などは最初思っ

ていました。

「政治資金規正法」には、政治団体の政治資金

パーティーについて、２０万円を超えるパー

ティー券を買った人は「収支報告書」に書か

なければいけないということが書いてありま

す。「誰からお金を貰ったか書きましょう」と

いうわけですがこれに違反した。弁護士的な

会話だと「ああ、あの、政治資金規正法で収

支報告義務があるのにそれに違反した事件

ね」で終わっちゃう。これだけだったらただの

犯罪で、裁判が済んだらあとを引かないので

すが何故終わらないのか？

■法律を深掘りする

　ただの数字の問題で、報告書が間違ってい

たのだから直したら終わりなのではないかと

見ることもできるのですが、

「政治資金規正法」

（目的）

第一条　　この法律は、議会制民主政治の下における

政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の

候補者の責務の重要性にかんがみ（中略）政治活動

の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発

達に寄与することを目的とする。

　民主主義の根幹になってくるので、お金に

ついては公明、公正になるようにしましょう

よ、そのために法律を作りますよ、というこ

とが「目的」に書かれています。

（基本理念）

第二条　　この法律は、政治資金が民主政治の健全な

発達を希求して拠出される国民の浄財であることに

かんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨と

し、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治

資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制するこ

とのないように、適切に運用されなければならない。

２　　政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の

収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことの

ないように、この法律に基づいて公明正大に行わなけ

ればならない。

　法律だと珍しいのですが、第二条として

「基本理念」というのが「目的」のほかにある。

これを僕は見て一寸びっくりしたのですが、

第一項に（政治資金は）「国民の浄財」だと書い

てあるのです。法律ではあまり出てこない表

現だと思うのですが「浄財」だからこそ「適切

に運用されなければならない」とわざわざ書

いてあるわけです。第二項には、政治団体に

は浄財を預かって運用する責任があるので

「国民の疑惑を招くことのないように」「公明

正大に行わなければならない」と書いてある。

中身としては非常に抽象的なのですが、端的

にちゃんと説明して皆に分かるように運用し

なさいということが書いてあります。

　何故「公明正大に」というふうに書いてある

かと言うと、日本の法律の場合、基本的には

お金は何に使ってもいいよというような書き

方なのです。政治資金をこれに使いなさいと

いうことは一切書いてない。そのため何らか

のルールを入れておかないと良くないので、

あとから国民の皆に説明できるようにしてお

きましょうというような表現が入っているわ

けです。逆に言うと、テレビ等で“ザル法”

と言われるのは、具体的な規制があまり書い

てないからなのですね。唯一書いてある具体

的な規制は２つのみ。●収支の公開●授受の

規制。「収支の公開」が今回問題になっている

ところですが、さらに深掘りしていきます。

■何故「パーティー券」が問題になっているのか

　政治資金のお金の受け渡しはこの法律で禁

止されています。具体的にはまず原則として

会社等から議員個人への献金は認められてい

ません。理由は、直接お金をやったりすると

癒着が生まれてしまうからだと言われていま

す。会社等は政党や政治団体に寄付をすると

いう話になっています。寄付額は決まってい

て、個人だと１年で２０万円まで。５万円を超え

る寄付については収支報告書に記載すること

等、いろいろ書いてあります。

　何が言いたいかと言うと寄付＝面倒くさい

なのです。「あの人から今年いくら貰ったか」

を考えなければならない。しかも金額に上限

もある。それを収支報告書に書かないと「虚偽

記載」と叩かれる。寄付じゃなければいいん

じゃない？というのがそもそもの発端です。

パーティー券は「パーティーに来て下さい」と

いうチケットを売っているだけなのでいくら

儲けても寄付ではありません。そこで、パー

ティー券で政治資金を集めたらいいのではな

いかというのが出発なのですね。パーティー

券であれば１回の政治資金パーティーで同じ

人・団体から２０万円を超えていなければ「書

かなくてよい」というルールになっている。

これが旨味と言うか、今回使われたポイント

になるところです。

　例えば、同じ派閥に所属する議員が３人位

派閥のパーティーに行き、議員それぞれが貰

うお金が２０万円であれば書かなくて良いの

です。そういう意味で抜け道のようになって

いる。報道によると安倍派の収支報告書には

中身が分からない、誰から貰ったかが分から

ない記載が４分の３位あったとのことです。

パーティー券が政治資金集めにどれだけ重要

な位置を占めていたかが分かります。

　今回の、収支報告書の虚偽記載の問題。正

しくないと国民がチェックすることができな

いので正しくなかったら罰もありますよ、と

いう話ですが、国会議員がよくやっている、

自分の政治資金を管理するための団体のよう

なものでなく、「派閥」であっても政治団体に

当たるということで、収支報告書をちゃんと

出さなければいけないのに、キックバック等

について書かれていなかった、というのが問

題になったわけです。

　それだけでなく、これが一番問題なのです

が、「パーティーをやったらお金が集まるので

はないか」ということで、わざと、組織的に

自民党が行っていたのではないかという点で

す。もしそれを意図的にやっていたとしたら

「政治資金規正法」の「公明正大に」の根本が

覆ってしまう。書かなくていいことを利用して

お金集めができるのであれば“脱法”に近い

ような形になってしまうので、これは大問題

ではないか。しかもそれが与党の最大派閥も

含めて行われているということで「しんぶん

赤旗」が告発したのが元になっています。

■会計責任者

　ニュースを観ていると毎回、会計責任者と

か秘書が出てきて処罰されていてます。今回

の裏金事件で国会議員３名が裁判になってい

るのですが、他にも関与を疑われていた議員

が居ましたが不起訴になっている。「何故？」

と疑問に思われると思いますが、法律的には

凄いことでですね、「政治団体は会計報告を

出すように」と誰に言っているのかと言うと

「会計責任者」に言っているのです。会社の決

算書等は会社の義務ということですが、「政治

資金規正法」の場合、政治家ではなく「会計責

任者」がやらなければいけない。ちゃんとし

た収支報告書を出さなかった、ウソがあった

という場合、「誰がそのルールに違反したのか」

と言うと「会計責任者」が違反したという構成

になるのです。基本的に、裏金問題等で秘書

が逮捕されたりするのは政治家をかばってと

いう話ではなく法律のしくみとして会計責任

者が悪いことをしたというふうになっている

ので秘書から逮捕されるのです。会計責任者

になるのは秘書とかが多いということです

ね。ただ、議員本人が不記載について「指示し

た」というふうになれば犯罪として一緒に悪

いことをしたのだと罪に問えるわけです。け

れどもそれが明らかにならなければ全く罪に

問えないという構成になっています。

　今回、収支報告書について、会計責任者が

ミスしたのは明らかなのですが、派閥の幹部

から会計責任者にどういった指示があったの

か、誰が始めたのか、安倍さんが始めたのでは

ないか等、いろいろ言われていましたが、それ

は「誰が共犯者になるか」という観点から言わ

れていたのです。わざわざそのように言わな

ければいけなかったのは、あくまでも法律

上、義務を負っているのは会計責任者になっ

ているからだということになります。

■違反するとどんな罪になるのか

「虚偽記入」「不記載」があった場合、５年以下

の禁錮または１００万円以下の罰金、公民権の

停止（選挙に出られなくなる）が定められてい

ます。参考までに言うと「窃盗」が最大１０年

なので上限で見ると窃盗より軽い犯罪です。

それでもここまで騒がれるのは民主主義の根

幹に関わる問題なのではないか、というのが

あるからだと思います。

　今回は結局「不正確な記載をしたかどう

か」ということだけが焦点になるので、「その

お金は実際どこに使ったのか」というのは裁

判ではどうでもいい話なのです。「裏金の使

途」「還流されてきたお金は何に使ったか」は

「政治活動に使ったんだ」というふうに言えば

それで法律上は足りてしまう。それが許され

るような法律に今はなっています。

　以上が今回の裏金騒動の解説になります。

■今後どういう規制をしていけばいいのか

「政治資金規正法」は昔から改正を繰り返し

てきました。外国の例などを見ると、もう、

使い方は自由という時代ではないのではない

か。政治のお金はこういうことに使うという

ルールにした方がいいのではないか。少なく

とも個人の支出と政治活動とは区別して個人

の支出については制限した方がいい。その区

別はどう判断するのか。実際にどのように規

制するかは今後の議論を待つところなのかな

と思います。支出が適正かどうかを政党に任

せておいていいのか。それとも第三者機関の

ような監査を入れた方がいいのか。そういう

規制の仕方もあります。悪いことをして捕ま

るのは結局会計責任者。知らぬ存ぜぬで通る

のがどうなのか。ということで、責任を議員

も一緒にとるような形でやったらどうか。そ

ういった話が今、出てきているところです。

　他方で、規制をすると政治活動が自由にで

きなくなるのでは。規制は慎重に。という話

も非常に多く、なかなか難しい話なのです。

皆さんもこのあたりに関心をもって頂けると

面白いのかなと思います。

　今回いろいろ勉強してですね、言い方は悪

いですが「僕は関係ないな」と思いました。

何故か。これですね。「真実かどうか」

　これを皆さんが守っていれば大丈夫だった

のだろうと思いました。「四つのテスト」は

非常に大事なことを言っているのだと思った

のが私の感想ということで、卓話を終わりに

させて頂きたいと思います。


